
（２） ２００３．４．２１

「「
平平
和和
へへ
のの
祈祈
りり
をを
込込
めめ
てて

－－

戦戦
争争
時時
代代
のの
体体
験験
記記－－

」」
第
５
号
発
行

第
５
号
発
行

年額保険料
保 険 料 率

要　　　件段　階
月額保険料

１９，９００円
０．４５生活保護受給者、または老齢福祉年

金受給者で世帯全員が市民税非課税第１段階
１，６６５円

３１，０００円
０．７０同一世帯で、本人を含む世帯全員が

市民税非課税第２段階
２，５９０円

４４，４００円
１．００本人が市民税非課税（同一世帯内に

市民税課税者がいる場合）第３段階
３，７００円

５５，５００円
１．２５本人が市民税課税で、前年の合計所

得が２００万円未満第４段階
４，６２５円

６６，６００円
１．５０本人が市民税課税で、前年の合計所

得が２００万円以上５００万円未満第５段階
５，５５０円

８８，８００円
２．００本人が市民税課税で、前年の合計所

得が５００万円以上第６段階
７，４００円

介護保険条例が改正され

介護保険料が
変わります

　

介
護
保
険
法
で
は
、
保
険
者
で
あ
る

市
町
村
は
介
護
保
険
事
業
計
画
を
定
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
介
護

保
険
事
業
計
画
は
、
介
護
給
付
費
等
対

象
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
な
ど
を
定
め

る
も
の
で
５
年
を
一
期
と
し
て
３
年
ご

と
に
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

町
田
市
で
は
制
度
開
始
か
ら
３
年
目
に

あ
た
る
昨
年
度
の
３
月
に
、
学
識
者
や

被
保
険
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
町
田
市

介
護
保
険
事
業
計
画
審
議
会
か
ら
の
答

申
を
受
け
事
業
計
画
の
改
定
を
行
い
ま

し
た
。

　

こ
こ
に
改
定
計
画
に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス
の
目
標
量
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て

４
月
よ
り
条
例
改
正
さ
れ
た
介
護
保
険

料
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
要
介
護
認
定
者
の
急
増

　

町
田
市
で
は
高
齢
化
が
す
す
ん
で
い

ま
す
が
高
齢
者
の
増
加
以
上
に
、
要
介

護
認
定
者
の
増
加
が
著
し
い
状
況
で

す
。
２
０
０
２
年
か
ら
３
年
後
に
認
定

者
は　

％
伸
び
る
と
見
込
ん
で
い
ま

４７

す
（
表
１
）
。

○
サ
ー
ビ
ス
目
標
量
の
増
加

　

認
定
者
の
増
加
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
の
増
加
に
つ
な
が
り
ま
す
。
居

宅
サ
ー
ビ
ス
の
目
標
量
（
必
要
予
測

値
）
は
２
０
０
２
年
か
ら
２
０
０
５
年

で
１
・
５
倍
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
２
０
０

３
年
と
２
０
０
５
年
に
各
１
か
所
開
設

さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
目
標
量
（
利
用
見
込
人
数
）
も
２

０
０
２
年
か
ら
２
０
０
５
年
で
１
・
３

倍
に
な
る
見
込
み
で
す
。

○
２
０
０
３
〜
２
０
０
５
年
度
の
介
護

給
付
費
の
見
込
み

　

介
護
給
付
費
は
今
後
３
年
間
で
１
・

５
倍
に
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
（
表
２
）
。
ま
た
、
町
田
市
は
国
平

均
と
比
較
し
て
要
介
護
度
の
重
い
方
の

利
用
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
介

護
報
酬
の
改
定
に
よ
り
給
付
費
の
１
・

１
％
が
減
り
ま
し
た
が
、
１
人
あ
た
り

月
額
３
２
９
円
の
保
険
料
増
額
と
な
り

ま
す
。

○
第
１
号
被
保
険
者
の
負
担
割
合

　

第
１
号
被
保
険
者
の
給
付
費
負
担
割

合
は
、
全
国
的
な
高
齢
者
人
口
の
比
率

の
増
加
に
よ
り　

％
か
ら　

％
と
な

１７

１８

り
、
１
人
あ
た
り
月
額
１
８
４
円
の
増

額
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
所
得
状
況
や
後
期
高
齢
者
（　
７５

歳
以
上
）
の
割
合
に
よ
り
全
国
の
市
町

村
間
で
格
差
が
生
ま
れ
ま
す
が
、
こ
れ

を
補
正
す
る
目
的
で
国
が
給
付
費
の
５

％
の
範
囲
内
で
負
担
す
る
の
が
調
整
交

付
金
で
す
。
町
田
市
は
全
国
と
比
較
し

て
所
得
の
高
い
方
が
多
く
、　

歳
以
上

７５

の
お
年
寄
り
が
少
な
い
の
で
国
か
ら
の

調
整
交
付
金
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
第
１
号
被
保
険
者
が
負

担
す
る
調
整
交
付
金
の
差
し
引
き
分
が

３
・　

％
に
増
加
し
１
人
あ
た
り
１
８

３１

９
円
の
増
額
と
な
り
ま
し
た
（
表
３
）。

※
介
護
給
付
費
以
外
に
第
１
号
被
保
険

者
が
負
担
す
る
「
財
政
安
定
化
基
金
拠

出
割
合
」
は
０
・
１
％
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
た
め
１
人
あ
た
り
月
額　

円
の
減

７３

額
と
な
り
ま
し
た
。

○
保
険
料
３
７
０
０
円

　

以
上
の
理
由
に
よ
り
計
算
し
ま
す

と
、
２
０
０
３
〜
２
０
０
５
年
度
の
基

準
額
は
月
額
３
９
２
９
円
と
な
り
ま

す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
負
担
増
が
大
き

す
ぎ
る
と
判
断
し
、
こ
れ
ま
で
の
保
険

料
の
余
剰
金
を
積
み
立
て
た
介
護
保
険

準
備
基
金
の
約
６
億
８
７
０
０
万
円
の

う
ち
、
６
億
２
３
０
０
万
円
を
取
り
崩

す
予
定
と
し
、
３
７
０
０
円
を
月
額
の

基
準
額
と
し
ま
し
た
（
表
４
）
。

○
６
段
階
に
よ
る
保
険
料
の
設
定

　

町
田
市
で
は
低
所
得
者
の
方
の
負
担

を
軽
く
し
、
月
額
基
準
額
を
下
げ
る
た

め
に
６
段
階
に
設
定
し
ま
し
た
。
５
段

階
で
設
定
し
た
場
合
と
の
保
険
料
の
比

較
が
（
表
５
）
と
な
り
ま
す
。
ま
た
所

得
に
応
じ
た
段
階
設
定
を
し
、
所
得
の

高
い
方
に
は
能
力
に
応
じ
た
負
担
（
応

能
負
担
）
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し

て
、
６
段
階
方
式
と
し
ま
し
た
。

○
ま
と
め

　

介
護
保
険
の
制
度
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
給
付
と
、
保
険
料
の
負
担
が
連
動

し
て
い
る
制
度
で
す
。

２０００～２００２年度保険料基準額　　３，３００円�
＋　　　　　給付費の増加　　　３２９円�
＋　　　　　負担割合の増加　　１８４円�
＋　調整交付金差引分の増加　　１８９円�
－　基金拠出割合の引き下げ　　　７３円�

�
�
�
�
　＝　３，９２９円�

３，９２９円　－　基金取り崩し分　２２９円　＝　３，７００円�

　

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
増
加
す
る
ほ

ど
、
保
険
料
も
上
昇
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
今
後
予
想
さ
れ
る
介
護
認

定
者
に
対
し
て
、
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ

ス
給
付
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で

保
険
料
を
あ
げ
な
い
と
赤
字
に
な
り
ま

す
。
そ
の
赤
字
は
次
期
３
年
間
の
保
険

料
を
あ
げ
て
返
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
痴
ほ
う
発
症
遅
延
や
寝
た

き
り
、
閉
じ
こ
も
り
等
の
予
防
を
は
か

り
介
護
度
の
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
の
介

護
予
防
を
さ
ら
に
重
要
視
し
、
介
護
保

険
外
の
事
業
の
充
実
を
目
指
し
て
い
き

ま
す
。

○
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　
　

歳
以
上
の
皆
さ
ん
に
は
７
月
初
旬

６５
に
決
定
通
知
書
等
を
送
付
し
、
年
額
保

険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
特
別
徴
収
の
方
の
４
、
６
、
８

月
の
保
険
料
は
２
月
と
同
額
を
仮
徴
収

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

市
は
、
高
齢
社
会
に
対
す
る
長
期
的

・
総
合
的
な
行
政
計
画
と
し
て
、
「
町

田
市
高
齢
社
会
総
合
計
画
〜
み
ん
な
で

つ
く
る
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
・
ま
ち
だ

〜
」
を
策
定
し
、
そ
の
着
実
な
推
進
を

は
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
は
、
介

護
保
険
事
業
計
画
と
老
人
保
健
福
祉
計

画
を
一
体
的
に
作
成
し
た
も
の
で
す
。

　

今
回
、
町
田
市
高
齢
社
会
総
合
計
画

推
進
委
員
会
お
よ
び
町
田
市
介
護
保
険

事
業
計
画
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、

第
２
次
改
定
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

冊
子
の
閲
覧
と
頒
布
（
１
冊
６
０
０

円
）
は
市
政
情
報
や
ま
び
こ
（
中
町
分

庁
舎
内
、
11
７
２
４
・
８
４
０
７
）
で

行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
者
介
護
課

（
11
７
２
１
・
３
１
３
６
）
へ
。

け
つ
け
た
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら

原
爆
被
害
の
模
様
を
伝
え
、
核
兵
器
の

廃
絶
や
平
和
を
希
求
す
る
声
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
価
格
は
２
０
０
円
で
、
市

政
情
報
や
ま
び
こ
（
中
町
分
庁
舎
11
７

２
４
・
８
４
０
７
）
で
販
売
し
て
い
ま

す
。

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
２
・
３
１
１
１

内
線
２
１
２
８

　

町
田
市
平
和
ブ
ッ
ク
「
平
和
へ
の
祈

り
を
込
め
て－

戦
争
時
代
の
体
験
記

－

」
第
５
号
を
発
行
し
ま
し
た
。
今
号

は
、
２
０
０
３
年
２
月
１
日
に
非
核
平

和
都
市
宣
言　

周
年
を
迎
え
た
こ
と
を

２０

記
念
し
、
核
兵
器
の
残
虐
性
を
後
世
に

伝
え
、
廃
絶
を
訴
え
る
こ
と
を
目
的

に
、
広
島
、
長
崎
で
の
４
人
の
方
の
被

爆
体
験
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和　

年
８
月
６
日
、
広
島
に
、
９

２０

日
に
は
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
大
勢
の
人
が
亡
く
な
り
、

生
き
残
っ
た
者
も
、
多
く
の
人
が
、
生

涯
、
後
遺
障
害
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
、
病
気
で
寝
て
い
た
人
、

会
社
で
働
い
て
い
た
人
、
小
学
校
の
教

室
に
い
た
人
、
原
爆
投
下
を
知
り
、
肉

親
の
安
否
が
気
に
な
り
、
東
京
か
ら
駆

町

田

市

高

齢

社
会
総
合
計
画

（
第
２
次
改
定
版
）

を
策
定
し
ま
し
た

表１　要介護認定者の急増

約１．５倍�
５００�
４００�
３００�
２００�
１００�
０�

億円�

２０００～２００２年度�

３１５億円�

４７３億円�

２００３～２００５年度�

表２　介護給付費

表３　介護保険給付費負担割合

表４　２００３～２００５年度保険料基準額（月額）

表５　段階別月額保険料比較

段　階　別　保　険　料　一　覧　表

４６．８１％急増！�
８０，０００�
７０，０００�
６０，０００�
５０，０００�
４０，０００�
３０，０００�
２０，０００�
１０，０００�

０�

人�

２００２年１０月�

６０，８１９人�
７１，１５２人�

８，６６９人�
１２，７２７人�

２００５年１０月�

うち要介護認定者数�

高齢者人口�

１６．９９％増加！�

２０００～�
　２００２�
年度�

第１号被保険者� 第２号被保険者� 国� 都� 市�

第１号被保険者� 第２号被保険者� 国� 都� 市�

１２．５０％�１２．５０％�２．６７％�２０％�３３％�２．３３％�

調整交付金差引分� 調整交付金�

調整交付金差引分� 調整交付金�

１７％�

１２．５０％�１２．５０％�１．６９％�２０％�３２％�３．３１％�１８％�

２００３～�
　２００５�
年度�

※この他財政安定化基金拠出金０．１％を負担（今回０．５％から引き下げ）�

□問
 

高

齢

者

介

護

課

　

11
７
２
１
・
３
１
１
０

４月、６月、８月の差額

本徴収本徴収本徴収本来額と仮徴収額の差額

仮徴収仮徴収仮徴収 ※年間の徴収額から仮徴収額を引
　いた額。※２月の保険料と同額を仮徴収。

２月１２月１０月８月６月４月支払月
※６月以降に保険料の確定を受けて、本徴収の金額が確定します。
※１０月の本徴収から、保険料増額分が反映されます。

→

特別徴収の方の納付方法（年金からの天引きによるお支払い）

１段階�

生保等� 世帯�非課税�
個人�
非課税�

２００万円�
未満�

５００万円�
未満�

５００万円�
以上�

２段階�３段階�４段階�５段階�６段階�

５段階�
の場合�

※５段階の場合は従来の保険料率にて計算し、５段階の合計所得は２００万円以上とした。�

１，８７４円�２，８１１円�３，７４８円�４，６８６円�５，６２３円�

６段階�
の場合�

１，６６５円�２，５９０円�３，７００円�４，６２５円�５，５５０円�７，４００円�


